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第４５回春の住宅デー開催日程
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世田谷区の住宅に関する助成制度をご紹介します

補助金の申請受付
　　　が再開しています
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補助対象メニュー 補助金額

ア 外壁等の断熱改修
　（外壁、床、壁、屋根または窓）

住宅の外壁塗装工事
　（外壁、床、壁、屋根または窓）

太陽光発電システム（太陽光パネル）
窓の断熱改修（二重窓等）

工事経費の１０％
工事経費の１０％

工事経費の１０％

工事経費の１０％

初期実効容量kWh×１万円

７０，０００円／台
２０，０００円／台
５０，０００円／台

工事経費の２０％

工事経費の２０％

機器費用の５分の１以内
※１　「ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ」のいずれかと併せて「ケ、コ」を行う場合に申請可能です。
※２　定置型蓄電池システム、小型ポータブル蓄電池はいずれか一方１台、１回限り申請可能です。

上限１万円／台
上限５万円／台

窓の断熱改修（複層ガラス）
屋根の高反射率塗装工事
太陽熱ソーラーシステム・温水器

高断熱浴槽
高効率給湯器（単独申請不可）※１
家庭用燃料電池（エネファーム）
定置型蓄電池システム※２
小型ポータブル蓄電池（小型可搬式）※２

キ
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ウ
エ
オ
コ
カ
ケ
ク
サ
シ

上限金額 対象住宅
既存
対象 対象

対象 対象対象

― ―

― ―

― ―

対象

対象 対象対象 対象

対象 対象対象 対象

対象 対象

対象 対象

新築 区内区外
対象事業者

合
計
４０
万
円

合
計
３０
万
円

合
計
２０
万
円
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補助対象メニュー 補助金額

ア 外壁等の断熱改修
　（外壁、床、壁、屋根または窓）

住宅の外壁塗装工事
　（外壁、床、壁、屋根または窓）

太陽光発電システム（太陽光パネル）
窓の断熱改修（二重窓等）

工事経費の１０％
工事経費の１０％

工事経費の１０％

工事経費の１０％

初期実効容量kWh×１万円

７０，０００円／台
２０，０００円／台
５０，０００円／台

工事経費の２０％

工事経費の２０％

機器費用の５分の１以内

ア　外壁等の断熱改修
イ　窓の断熱改修（二重窓、二重サッシの取付け）
ウ　窓の断熱改修（複層ガラスの取付け）
エ　屋根の高反射率塗装工事
オ　太陽熱ソーラーシステム、又は太陽熱温水器の設置
カ　高断熱浴槽の設置
キ　太陽光発電システム（太陽光パネル）の設置
ケ　高効率給湯器の設置
コ　住宅の外壁塗装工事
ク　家庭用燃料電池（エネファーム）の設置

令和５年４月１日から令和６年１月末日まで 補助金交付決定後に着工し、
令和６年２月末日まで

契約・工事前
※交付決定前に契約・工事をし
た場合は補助の対象外です。

機器の設置後

機器の購入後・設置後

機器の購入後・設置後

機器の購入後・設置後

令和５年４月１日から令和６年２月末日まで 令和５年２月１日以降

令和４年４月１日以降

令和５年２月１日以降

令和４年４月１日以降

令和５年４月１日から令和６年２月末日まで

令和５年４月１日から令和６年２月末日まで

令和５年４月１日から令和６年２月末日まで

（※住宅の新築工事と併せて補助対象設備を購入・設置している場合に限る）

サ　定置型蓄電池システム
シ　小型ポータブル蓄電池（小型可搬式）

オ　太陽熱ソーラーシステム、又は太陽熱温水器の設置
キ　太陽光発電システム（太陽光パネル）の設置

サ　定置型蓄電池システム
シ　小型ポータブル蓄電池（小型可搬式）

※１　「ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ」のいずれかと併せて「ケ、コ」を行う場合に申請可能です。
※２　定置型蓄電池システム、小型ポータブル蓄電池はいずれか一方１台、１回限り申請可能です。

上限１万円／台
上限５万円／台

窓の断熱改修（複層ガラス）
屋根の高反射率塗装工事
太陽熱ソーラーシステム・温水器

高断熱浴槽
高効率給湯器（単独申請不可）※１
家庭用燃料電池（エネファーム）
定置型蓄電池システム※２
小型ポータブル蓄電池（小型可搬式）※２
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補助金の申請受付
　　　が再開しています

国土交通省、経済産業省、環境省で
　　　　　省エネリフォームを支援します

　①～⑧の工事に応じて補助額を設定、補助上限額は30万円（世帯要件により最大60万円）
　　　　　①開口部の断熱改修　②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修　③エコ住宅設備の設置
　　　　　④子育て対応改修　⑤開口部の防災性向上改修
　　　　　⑥空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置　⑦バリアフリー改修
　　　　　⑧リフォーム瑕疵保険等の加入
　　　　　※①～③のいずれかの工事が含まれていることが必須。例外として、「先進的窓リノベ事業」又は「給湯省エネ
　　　　　　事業」において交付決定を受ける場合は、①～③に該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。

 　令和４年１１月８日以降に「リフォーム工事」に着手し、申請した方
　令和５年３月下旬～予算上限に達するまで（遅くとも令和５年１２月３１日まで）

　　　　　※申請はリフォーム事業者を通じて行います。お早めの申請をおすすめします。

　高性能な断熱窓への改修について、工事内容に応じて定額を補助（上限200万円）
 　令和４年１１月８日以降に契約を締結し、事業者登録後に着工、申請した方
　令和５年３月下旬～予算上限に達するまで（遅くとも令和５年１２月３１日まで）

　　　　　※申請はリフォーム事業者を通じて行います。お早めの申請をおすすめします。

概    　要　①家庭用燃料電池（エネファーム）　②ヒートポンプ給湯機（エコキュート）
　　　　　③ハイブリッド給湯機を設置する場合に定額を補助（①は15万円、②及び③は5万円）
対  象  者 　令和４年１１月８日以降に契約を締結し、事業者登録後に着工、申請した方
受付期間　令和５年３月下旬～予算上限に達するまで（遅くとも令和５年１２月３１日まで）
　　　　　　※申請はハウスメーカー、工務店、家電量販店、エネルギー供給事業者を通じて行います。
　　　　　　　お早めの申請をおすすめします。
　　

検 索住宅省エネ2023キャンペーン



���������������	
�����������������

補助金の申請受付
　　　が再開しています

 10  階
 9 時から 17  時まで

    

高断熱窓への改修 １／３
１／３

３／４

３／５

１／２

１／２
１／２

１／２

新築住宅

既存住宅

１０／１０

１／２

１０／１０

①
②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

高断熱ドアへの改修

蓄電池システムの設置

V2Hの設置

太陽熱利用
システム

設置
更新（補助熱源機）

１００万円／戸

５０万円
[太陽光、Ｖ２Ｈ及びＥＶ・ＰＨＶが揃う場合]１００万円
５５万円／戸
１０万円／台
１８０万円／台

１８万円／kW ２０万円／kW

１０万円／台
※１　①～④のいずれか又はエコキュート等（エコキュート、ハイブリット給湯器）を同時設置、もしくは、①・③・④のいずれか又はエコキュートを設置済みの場合に補助
※２　陸屋根の集合住宅（防水工事の場合、陸屋根の既存集合住宅）へ太陽光発電設備を設置する場合に上乗せ補助

４／５ ３６万円／戸
３２万円／戸４／５

１０／１０ [防水工事]１８万円／kW 　[架台設置]２０万円／kW
※１　陸屋根の住宅へ太陽光発電設備を設置する場合に上乗せ補助

※⑥太陽光発電設備設置への補助については、各事業（エコキュート等設置の場合の太陽光発電設備への補助に関しては03-5990-5086）へお問い合わせください。
※その他太陽光発電に係る一般的な内容などについては、ワンストップ総合電話相談窓口（03-5990-5236）をご利用ください。

[上乗せ補助]
防水工事・架台設置（※１）

設置

　高断熱窓への改修（必須）
　高断熱ドアへの改修（必須）

　太陽光発電
　設備の設置
　（任意）

　・募集枠　　　SRC造・RC造：３０戸、木造・鉄骨造・その他：３０戸（１申請者６戸を上限）
　・募集要件　　①不動産広告には法令等に従い、改修内容を適切に掲載すること　②光熱費、導入後の効果（健康・快適性等）の報告に協力すること
　・助成対象者　賃貸住宅入居者または所有者

２７．５万円／台
[３kW以下の場合]１２万円／kW（上限３６万円）
[３kWを超える場合]１０万円／kW（５０kW未満）
[ただし３kWを超え３．６kW未満の場合]一律３６万円
[３kW以下の場合]１５万円／kW（上限４５万円）
[３kWを超える場合]１２万円／kW（５０kW未満）
[ただし３kWを超え３．７５kW未満の場合]一律４５万円

[３kW以下の場合]１５万円／kW（上限４５万円）
[３kWを超える場合]１２万円／kW（５０kW未満）
[ただし３kWを超え３．７５kW未満の場合]一律４５万円

１６万円／戸

１住戸あたり、次の①②のうちいずれか小さい額（最大1,500万円）
①蓄電池容量　１５万円／kWh（※）
②太陽光発電設置容量　３０万円／kW

１５万円／kWh（※）、最大１２０万円／戸
（※ただし、蓄電池容量が５kWh未満の場合は１９万円／kWhとし、
５kWh以上６．３４kWh未満の場合は、一律９５万円とする。）

設置
更新（ヒートポンプエアコン）

更新（パワーコンディショナ機器）

設置（※１）

[集合住宅への上乗せ補助]
防水工事・架台設置（※２）

地中熱利用
システム

太陽光発電
設備
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無料工作教室

小さい
けど

とって
も丈夫

！
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ご相談内容に応じてこちらから対応出来る施工業者をご紹介します。
見積までは無料にて対応致します。
調査など、一部費用を頂戴する場合がありますので事前にご確認下さい。

包丁研ぎ、まな板削り、住宅相談などを希望される方は会場での密を避ける
為、来場する際にお手数をおかけいたしますが下記にご記入の上、各会場に
お持ちください。
※新型コロナウイルス感染対策にご協力をお願いします。
※各会場によって内容や受付時間が異なりますので事前にご確認下さい。

ご相談内容

お名前

お名前

希望される内容

※それぞれ各世帯 2本／枚までとします

※希望される内容に〇印をお願いします。

包丁研ぎ

本 枚

まな板削り

ご連絡先

ご連絡先
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